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                     こんにちは 
            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
 
 
    **************************** I N D E X *********************************** 
    *                                     * 
            （１）「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドラ 
                 イン）」の一部改正についての意見募集について 
    *                                     * 
    * ─────────────────────────────────── * 
    *                                     * 
      （２）食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度について 
    *                                     * 
    * ─────────────────────────────────── * 
    *                                     * 
      （３）食品衛生講習会の直前案内について 
    *                                     * 
    * ─────────────────────────────────── * 
    *                                     * 
      （４）ぷちリスの連載についてのアンケート調査結果について 
    *                                     * 
    * ─────────────────────────────────── * 
    *                                     * 
      （５）食品回収情報（ 省略 ）  
    *                                     * 
    **************************************************************************** 
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
（１）「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」の一部改正につい 
   ての意見募集について 
 
   今般、発生した食品による薬物中毒事案を踏まえ、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準 
  に関する指針（ガイドライン）」（平成 16 年 2月 27 日付け食安発第 0227012 号通知）の一部を改正 
  することについて意見を募集されています。 
 
 
  ～改正内容～ 
   食品等事業者における苦情等の情報を集約するシステムの導入を指導するとともに、これらの 
  情報を行政に報告する仕組みを構築するため、ガイドラインに、以下の内容を追加する。 
   
   「食品等事業者が食品等に関する消費者からの健康被害や食品衛生法に違反する食品等に関す 
  る情報について、保健所等へ速やかに報告する」 
 
 
   より広く国民の皆様等から御意見・情報を募集されていますので、ご確認ください。 
 
厚生労働省ＨＰ『パブリックコメント（意見募集中案件一覧）』のアドレス↓ 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495 
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
（２）食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度について 
 
   平成１５年の食品衛生法の改正に基づき、食品中の残留農薬等の規制についてポジティブリス 
  ト制度が平成１８年５月２９日から施行され、原則、すべての農薬等について一定の量を超えて 
  残留する食品の販売等が禁止となっています。（ぷちリス vol.10 に掲載） 
 



   本号では、加工食品の残留農薬の基準についてまとめましたので自主検査等をされた時に参考 
  にしてください。 
 
     ┌──────────────────────────────────┐ 
     │ ☆残留基準が設定されている加工食品の場合             │ 
     │                                  │ 
     │    →その基準に適合する必要があります。            │ 
     │                                  │ 
     │ ☆残留基準が設定されていない加工食品の場合            │ 
     │                                  │ 
     │    →以下の条件のどちらかに適合する必要があります。      │ 
     │      １．一律基準値以下（0.01ppm 以下）            │ 
     │      ２．加工食品に用いた原材料の残留農薬が基準値以下    │ 
     └──────────────────────────────────┘ 
 
   なお、残留農薬等のポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を生産者や食品事業 
  者等に義務付けるものではありませんので、従来からの残留農薬等に対する取組みと同様、信頼で 
  きる事業者と取引をする、使用される可能性のある農薬等の種類や方法、残留基準違反事例の有無 
  などを確認する、必要に応じ残留状況について分析する、などの取組みが原材料の安全性の確保の 
  ために必要になると思われます。 
         
財団法人日本食品化学研究振興財団ＨＰ『食品に残留する農薬等の限度量一覧表』のアドレス↓ 
http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/search.html 
 
厚生労働省ＨＰ『ポジティブリスト制度についてのパンフレット』のアドレス↓ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf 
 
厚生労働省ＨＰ『ポジティブリスト制度について Ｑ＆Ａ』のアドレス↓  
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/060329-1.html  
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
（３）食品衛生講習会の直前案内について 
 
   ３月１９日（月）に男女共同参画センターで開催される食品衛生講習会について、再度、案 
  内します。 
 
  ┏━＜プログラム＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
  ┃                                        ┃ 
  ┃１３：００～       受付                         ┃ 
  ┃                                        ┃ 
  ┃１３：３０～１４：００  「自主衛生管理の取り組みについて」          ┃ 
  ┃             講師：原田 公照（食品安全監視センター 参事）    ┃ 
  ┃                                        ┃ 
  ┃１４：００～１４：１５  休憩                         ┃ 
  ┃                                        ┃ 
  ┃１４：１５～１５：４５  「Our Pride ～最高の品質管理を目指して～」      ┃ 
  ┃             講師：山下 安信氏                  ┃ 
  ┃              （日本マクドナルド株式会社 コンプライアンス本部  ┃ 
  ┃                        品質管理統括 統括マネージャー）┃ 
  ┃                                        ┃ 
  ┃１５：４５～１６：００  質疑応答                       ┃ 
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    
 
   詳細については下記アドレスに掲載しています。   
     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓ 
   http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/112kousyuukai.html 
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
（４）ぷちリスの連載についてのアンケート調査結果について 
 
  □■□■ 年間を通して連載した情報提供について（アンケート調査結果）□■□■ 
 
  今年度、『食品表示』というテーマで１年間の計画をたて、情報発信を行いました。２月号 
 で行ったこの連載についてのアンケート調査結果についてご報告します。 
 



 ＜返信状況＞ 
  『ぷちリス』送信先：３８１名 
   アンケート返信数：１０名（３％） 
 
 ＜調査結果＞ 
 
  問１．『食品表示』の連載は参考になりましたか。 
 
   「大変参考になった。」      ■■(10%) 
   「部分的に参考になった。」    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■(90%) 
   「ほとんど参考にならなかった。」(0%) 
                   ┝┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┥ 
                   0          50          100(%) 
 
  問２．『食品表示』の内容はいかがでしたか。 
 
   「よく理解できた。」       ■■■■■■■■■■■■(60%) 
   「既に知っている内容だった。」  ■■■■(20%) 
   「むずかしいと感じた。」     ■■■■(20%) 
   「興味を持てなかった」      (0%) 
                   ┝┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┥ 
                   0          50          100 (%) 
 
  問３．今後、どのようなテーマでの連載を望まれますか。（複数回答可） 
 
   上位から順に 
    「食品表示」（60％）、「食品衛生法」（60％）、「微生物制御」（60％） 
    「自主検査」（50％）、「衛生教育」（50％）（以下省略） 
 
 ＜考察＞ 
 
  アンケートの回答が大変少なく読者の皆様の意見を反映しているか疑問はありますが、 
 『食品表示』の連載について一定の評価が得られたと考えられます。しかしながら、添加物 
 表示などは複雑であることから、今後は、相談事例などを紹介していきたいと考えています。 
  
  また、来年度の取り組みについては検討している段階ですが、アンケートの方法等を検討 
 して、読者の皆様に役立つテーマを考えたいと思います。 
 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 (５) 食品回収情報（ H20.2.12 ～ H20.3.12 ） 
 
  ◇◆◇◆ 回収情報の原因集計結果について ◇◆◇◆ 
 
 【対象】 
   最近１年間（平成１９年３月号から平成２０年２月号）の『ぷちリス』に掲載した９７件 
  の回収情報 
 
 【回収原因の集計結果】 
   期限誤り １０件、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示誤り ２２件、その他の表示の誤り １件、異物混入 ２８件、 
  カビ発生 １０件、添加物 １件、異味・異臭 ４件、品質不良 ２件、その他 ２１件 
 
 ┏───────────┬──────────┬───┬──┬─────────┓ 
 ｜    表示     ｜    異物     ｜カビ ｜品質｜   その他    ｜ 
 ｜     (33%)    ｜    (28%)    ｜(8%) ｜(6%)｜    (23%)    ｜ 
 ┝┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┥ 
 0                    50                   100(%) 
 
 【考察】 
   表示の誤りによる自主回収は全体の自主回収の 33%※と大きな割合を占めていました。 
  特に、アレルギー表示の欠落や期限誤りなど未然に防ぐことができる単純なミスが多くあ 
  りました。 
 
   Ｓ－ＨＡＣＣＰの製品表示確認書等を活用して、表示ミスによる自主回収とならないよ 
  うに注意してください。 
 
食品安全監視センターＨＰ『製品表示確認書』のアドレス↓ 



http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/200shaccp-b303.pdf 
   
゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛ 
   厚生労働省ＨＰ『食品衛生法に違反する食品の回収情報』のアドレス↓ 
   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kaisyu/index.html 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  
   〒５２０－０８３４  
     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  
      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  
      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    
      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  
     
   ≪交通案内≫  
     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  
     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  
      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
    
           
 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 
 
              近頃、ぽかぽかと暖かい日が多くなってきました。この春 
     ()        らしい陽気とはうらはらに、３月は追い込みの時期でもあり、 
     ｗ  ()     忙しい日々を送られているのではないでしょうか？ 
   () ｗ  ｗ  
   ｗ ｗ  ｗ      当センターでは、３月１９日に講習会を開催しますので、 
 """""""""""""""""""  お忙しいとは思いますが、是非ご参加ください。 
   『つくし』 
 
  
         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 
                  
              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  
      の食の安全情報にアクセスしてください。 
                   ↓  ↓  ↓  
           http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/index.html 
 
 
       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 
                        ↓  ↓  ↓ 
        http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
              
 ◆───――――――――－- -  -        -  - - -－――――――――――───◆ 


